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第1章： 製品概要 

1-1. ハイパーCLT敷板とは 
木材を直交積層したCLT（Cross Laminated Timber）パネルを用いた、高強度‧ 軽量な仮設敷板

です。NETIS（国土交通省新技術情報提供システム）に登録されています。（NETIS登録番号： 

TH-250021-A） 

1-2. CLT構造の特徴 
CLT（直交集成板）とは、ひき板を繊維方向が直交するように層ごとに張り合わせた木質材

料です。本製品は3層構造‧ 厚さ90mmを採用し、大型重機にも耐えられる強度を持ちながら

圧倒的な軽量性を実現しています。 

 
 
 
 
 
 



第2章： 製品仕様 
2種類の規格サイズをご用意しております。 

 

項目 5× 10版 5× 20版 
 

サイズ 1,500mm × 3,000mm 1,500mm × 6,000mm 

厚み 90mm（3層CLT構造） 90mm（3層CLT構造） 

重量 約230kg 約460kg 

第3章： 性能 
 滑り抵抗性：湿潤時C.S.R 0.4〜0.6（基準値0.4）公的試験にて確認済み。 

 

 強度：大型重機の走行およびアウトリガー接地に対応できる耐荷重性を有します。 

ハイパーCLT敷板の材料強度は7kg/mm²（=700kg/cm²）です。 

一般的な建設重機の接地圧は、13t級油圧ショベルで0.36〜0.43kg/cm²、20t級クラスで

も0.47kg/cm²前後、19t級ブルドーザでも0.32〜0.44kg/cm²程度です。 

超大型の100t超クラスでも1.54kg/cm²程度なので、接地圧ベースで見ると、一般的な建

設重機より十分大きな強度余裕が大きくあります 

 

 吊り下げ強度（理論値）：約94,500N（約9.6トン）。製品重量約230kgに対し十分な余裕があ

ります。 

 

 足への負担軽減：現場作業員へのヒアリングで約80%以上が「敷鉄板より負担が少ない」 と回

答しています。 



第4章： 敷鉄板との比較 

比較項目 従来の敷鉄板 ハイパーCLT敷板 

重量（5×10版） 約900kg 約230kg（約1/4） 

積載枚数(10t車) 10枚程度 40枚積載可能 

熱環境（夏場） 高温‧ 照り返し強 現場テストにおいて、約20度の表面温度低減を確認。 

騒音 金属音発生 現場テストにおいて、約20dBの騒音低減を確認。 

滑り（湿潤時） C.S.R値 0.4 C.S.R値 0.4～0.6 

耐久性（角部） 優れる 端に荷重が集中すると角欠け等が生じる場合がある。

端を通ると割れる可能性がある。 

固定方法 溶接可 ビス固定、 単管打ち込みなど自由 

NETIS登録 
 

なし あり（TH-250021-A） 



第5章： 環境 
5-1. 脱炭素‧ CO2削減 

木材による炭素固定効果に加え、軽量化による輸送車両台数の削減で、物流段階でのCO2排

出量を低減します。 

5-2. 木材の合法性（クリーンウッド法） 

クリーンウッド法に基づき、合法性が確認された原材料のみを使用しています。 

生物多様性ガイドラインへの適合についてはQ＆Aを参照してください。 

  

第6章： 施工 
 固定方法： ビスによる連結プレート固定、または単管パイプ等を地面に打ち込むズレ止

め固定が可能です。 

 清掃‧ 維持管理： 土砂汚れは水洗いが可能です。デッキブラシでの清掃も問題ありません。 

 搬入搬出時の注意： 吊りスリング等は経年劣化や損傷がないか、作業前に必ず点検してくだ

さい。 

 使用禁止事項： 側溝や穴の上など、架橋での使用は厳禁です。 

必ず平坦な地面に敷設してください。また、木材のため火気厳禁です。 

 

 



第7章： 導入実績 

公共工事おいての採用実績がございます。 

発注者 枚数 

農林水産省 中国四国農政局  100枚 

岡山県備前県民局 80枚 

児島湾土地改良区 50枚 

岡山県備前県民局 40枚 

中国地方整備局 岡山国道事務所 20枚 

中国地方整備局 岡山国道事務所 30枚 
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第8章： Q&A 

 



Q.   

A. 
 

  

 

  

 

Q
. 

生物多様性ガイドラインへの適合確認はできますか？ 

A. 

 

 

(1) 合法性の確認 
   

(a) 供給源が明らかであること ○ 
 

(b) 伐採権のあることが確認できること ○ 
 

(c) 森林に関する法令等の遵守 ○ 
 

(2) 持続可能性の確認   

  

(d) 天然林の大規模伐採でないこと △ クリーンウッド法は「合法性」を問うもの

であり、その国の法律で許可されていれば

大規模伐採であっても適合してしまいま

す。 

(e) 絶滅危惧種でないこと △ ワシントン条約等に触れる場合は合法性の

範囲ですが、法を超えた自主的配慮までは

含みません。 

(f) 絶滅危惧種や自然環境の保全への配慮 △ 法律上の義務ではなく、持続可能性の観点

での配慮事項です。 

(g) 紛争地産の木材でないこと △ クリーンウッド法自体に紛争木材を直接制

限する明文規定はありません。 

(h) 労働条件、人権、安全衛生への配慮 △ 現地国の法令遵守に含まれる場合はありま

すが、ガイドラインの求める高い水準の配

慮までは保証しません。 

(i) 森林蓄積量が維持可能なこと △ 資源の持続可能性に関する判断はクリーン

ウッド法の対象外です。 

(j) 日本国産材であること △ クリーンウッド法は国産材も対象ですが、

輸入材も対象であるため、「国産材である

こと」を保証するものではありません。 
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